
様式第４号（第７条関係）

１　一般乗合旅客運送事業用車両
（１）車両保有台数

常用車数
市内路線運行分

届出予備車数
市内路線運行分

小計①
①の内、使用し
ていない車両数

②

計
①-②

路線バス 50 5 55 3 52
高速バス 10 1 11 1 10
特急バス 5 1 6 6
空港バス 4 1 5 5
定期観光バス 1 1 2 2
小計 70 9 79 4 75

1 0 0 0 0
0 0 0 0 0

141 18 158 8 150 （ア）

（２）限度額算出
（ア）が100台以上の場合600万円、（ア）が100台未満の場合500万円

限度額 6,000,000円

車両保有台数及び限度額算出表

路線
定期
運行

路線不定期運行
区域運行
合計

Ａ Ｂ

記入例

路線バス事業者

Ａ

運輸支局に提出している事業計画上の車両数のうち、市内路線を運行している車両数を記

入してください。（申請日時点で営業所に配置している車両に限る。）

【添付資料】

・対象車両の登録番号を記した車両一覧表（様式は任意とし、所属営業所、

市内外路線運行車両の分け、自動車登録番号または車両番号を記載すること）

・九州運輸局大分運輸支局に提出した「一般乗合自動車運送事業の事業計画書（事業用

自動車の数）」、「一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画（事業用自動車の数）

変更の事前届出書」もしくは「車両数証明書」の写し

※届出台数については、市から大分運輸支局に再確認をさせていただきますので

ご了承ください。

B

事業計画上では届出をしているが、実際は使用していない車両数を記入してください。



２　一般乗用旅客運送事業用車両
（１）車両保有台数

計
③-④

28 （イ）
1
29

（２）限度額算出
・車両保有台数（イ）１台につき10万円で算定した額

（イ）　　28台 ×10万円 （ウ）

・（ウ）と、１事業者あたり500万円のいずれか低い額

限度額

2,800,000円

2,800,000円

30 2一般車両

届出車数③
③の内、使用していない車両

数④

福祉車両 1 0
231合計

Ｃ Ｄ

タクシー事業者

C

運輸支局に提出している事業計画上の車両数を記入してください。（申請日時点で市内の

営業所に配置している車両に限る。）

【添付資料（法人タクシー事業者）】

・対象車両の登録番号を記した車両一覧表（様式は任意とし、所属営業所、

自動車登録番号または車両番号を記載すること）

・九州運輸局大分運輸支局に提出した「一般乗用自動車運送事業の事業計画書（事業用

自動車の数）」、「一般乗用旅客自動車運送事業（1人1人車制個人タクシーを除

く。）の事業計画（事業用自動車の数）変更の事前届出書」もしくは「車両数証明

書」の写し

※届出台数については、市から大分運輸支局に再確認をさせていただきますのでご了承

ください。

【添付資料（個人タクシー事業者）】

・一般乗用旅客自動車運送事業（1人1車制個人タクシー）の許可証もしくは譲渡譲受

認可証の写し（期限にR6.4.10が含まれるもの）

D

事業計画上では届出をしているが、実際は使用していない車両数を記入してください。



３　一般貸切旅客運送事業用車両
（１）車両保有台数

計
⑤-⑥

11 （エ）

（２）限度額算出
・車両保有台数（エ）１台につき30万円で算定した額

（エ）　　11台 ×30万円 （オ）

・（オ）と、１事業者あたり300万円のいずれか低い額

限度額 3,000,000円

3,300,000円

届出車数⑤

12

⑤の内、使用していない車両数⑥

1

Ｅ Ｆ

貸切バス事業者

E

運輸支局に提出している事業計画上の車両数を記入してください。（申請日時点で市内の

営業所に配置している車両に限る。）

【添付資料】

・対象車両の登録番号を記した車両一覧表（様式は任意とし、所属営業所、

自動車登録番号または車両番号を記載すること）

・九州運輸局大分運輸支局に提出した「一般貸切自動車運送事業の事業計画書（事業用

自動車の数）」、「一般貸切自動車運送事業の事業計画（事業用自動車の数）変更の

事前届出書」もしくは「車両数証明書」の写し

※届出台数については、市から大分運輸支局に再確認をさせていただきますのでご了承

ください。

F

事業計画上では届出をしているが、実際は使用していない車両数を記入してください。


